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公立大学法人金沢美術工芸大学第２期中期目標 

前文 

  金沢美術工芸大学は、戦後の混乱と虚脱のなか、学問を好み、伝統を愛し、美の創造を

通じて人類の平和に貢献することを希求する金沢市民の熱意により創立され、豊かな自然

環境と歴史的遺産のなかで、美術・工芸・デザインの分野における個性豊かな教育と学術

研究に取り組み、文化都市金沢の発展の一翼を担ってきた。 

  今日、エネルギーや地球環境の危機、グローバル化の進行など、価値の転換期にあって、

金沢美術工芸大学は、芸術が社会に果たす役割を自ら探し行動する人材を育成し、世界に

おける創造の機会の拡大と多様化に資するために、知と創造の拠点となることを目指す。 

  この実現のために、次に掲げる事項を目標とする。 

１ 未来へつなぐ新しい芸術教育 

   専門的で基礎的な造形力をはぐくむ学部教育の充実と、分野を横断して自由で多様な

独創性を実現する大学院教育の改革に取り組む。 

２  国際的に展開する芸術の研究拠点 

   学生、教員による教育研究における国際交流を拡大するとともに、芸術に関する国際

的水準の研究を計画的に推進する。 

３  地域に開かれた親しみあるキャンパス 

   地域に開かれた大学として、蓄積された知的資源を市民・地域に還元するとともに、

芸術を学ぶ多彩な機会を提供する。 

中期目標の期間及び教育研究組織 

１ 中期目標の期間 

  中期目標の期間は、平成28年４月１日から平成34年３月31日までとする。 

２ 教育研究組織 

  金沢美術工芸大学は、教育研究組織として別表に掲げる学部、研究科等を置く。 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 

１ 教育に関する目標 

(1) 教育内容及び教育の成果等に関する目標 

ア  学士課程教育にあっては、学部の教育目標及び各科・専攻の教育方針に基づき、

教養教育と専門教育を行い、学位授与方針に定める汎用的な教養と専門的な造形
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力を修めた職業人を育成するとともに、学部を本学の教育拠点と位置づける。 

イ  大学院教育にあっては、造形芸術に関する高度な理論、技術及び応用を研究教

授し、芸術の多様な領域で横断的に活躍できる高度専門職業人を育成するととも

に、大学院を本学の研究拠点と位置づける。 

ウ  定められた学位授与基準、学位審査基準、成績評価基準を厳正に適用し、また

不断に検証することによって、芸術系大学に相応しい教育の成果の測定指標を作

成し、教育の質を保証する。 

(2) 教育の実施体制等に関する目標 

ア  教育拠点として位置づけられる学部教育、研究拠点として位置づけられる大学

院教育において、それぞれの目標を達成するために必要な組織の見直しを行い、

教員の適正配置を行う。 

イ  学生に対する教育研究指導体制を強化するとともに、教育研究に必要な施設、

設備等の充実・整備を行う。 

ウ 教員の資質向上を積極的に図るとともに、教育の方法や内容等について不断の

見直しを行う。 

(3) 学生への支援に関する目標 

ア 学習支援体制を検証し、学部教育と大学院教育のそれぞれに相応しい学習支援

体制を構築する。 

イ メンタルヘルスを含む健康管理支援体制及び生活支援体制を継続的に検証し、

充実させる。 

ウ 学部教育、大学院教育の相違や各科・専攻の個別的特性を考慮し、全学的なキ

ャリア支援体制を構築する。 

(4) 入学者選抜に関する目標 

    入学者受入方針を不断に検証し、これに基づいて学生の選抜を適切に行う。また、

大学の入試広報を積極的・計画的に行う。 

２ 研究に関する目標 

(1) 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

ア 芸術の分野において、地域の文化を振興し、また国際的な交流を促進する研究

を行い、研究拠点を形成する。 
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イ 研究・調査の成果を体系的に蓄積し、国内外に対して広く効果的に発信・展開

する。 

(2) 研究実施体制等に関する目標 

ア 特色ある研究活動を推進するため、研究の実施体制や環境の整備を行い、実技

と理論とが連携する研究体制を構築する。 

イ 研究の質を向上させるため、研究の方法や内容・成果に対する評価体制につい

て不断に見直す。 

３ その他の目標 

(1) 社会との連携や社会貢献に関する目標 

地域に根ざした公立大学として、社会との連携をさらに推進するとともに、教育

研究の成果を積極的に社会に還元する。 

(2) 国際化に関する目標 

海外の大学との交流など、学生や教員による国際交流事業を展開する。また、留

学生を積極的に受け入れる。 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

１ 組織運営の改善に関する目標 

(1) 運営組織の改善に関する目標 

社会情勢の変化に迅速かつ的確に対応するとともに、自主自律した大学運営を行

うため、理事長（学長）の指導力の下、教職員による柔軟で機動的な大学運営を行

う。 

(2) 教育研究組織の見直しに関する目標 

特色ある教育研究を推進するとともに、学習に対する学生の需要や研究に対する

社会の要請を検討し、教育研究組織について計画的な見直しを行う。 

(3) 人事制度の改善に関する目標 

ア 大学の特性に即した柔軟で弾力的な人事制度を運用することによって、大学運

営や研究教育を効果的かつ効率的に推進する。また、教職員の研修制度の充実を

図る。 

イ 教職員の評価制度を不断に見直すことによって、教職員のモチベーションを高

め、教育研究活動の活性化を図る。 



4 

 

２ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

法人の運営に資するため、事務等の適正な効率化及び合理化を行うとともに、労働

環境の整備を図る。 

第３ 財務内容の改善に関する目標 

１ 外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 

科学研究費補助金などの競争的研究資金、社会連携等による共同研究及び受託研究

などの外部資金、寄附金等の獲得に積極的に取り組む。 

２ 経費の効率化に関する目標 

(1) 人件費の適正化に関する目標 

教育研究の水準の維持・向上に配慮しながら、教職員等の採用・配置等の適正化

を進める。 

(2) 人件費以外の経費の効率化に関する目標 

弾力的かつ効果的な予算執行に努めるとともに、業務の簡素化及び効率化を進め

る。 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

資産の適正な管理を行うため、常に資産の状況について把握・分析を行い、効果的

な活用を図る。 

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標 

１ 評価の充実に関する目標 

自己点検・評価の結果を大学運営の改善に有効に反映させるため、点検・評価の内

容、方法、体制等について、計画的かつ不断に見直しを行うとともに、その結果を公

表する。 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

社会に対する説明責任を果たすため、積極的な情報公開を図る。また、大学の活動

を広く社会に示すため、教育研究活動や大学の特色について、積極的な情報発信を行

う。 

第５ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標 

施設設備の利用環境を良好に保ち、有効に活用するため、常に利用状況を把握する
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とともに、施設等の機能保全や維持管理を計画的に実施する。また、大学の将来像を

見据え、新キャンパス構想の具体化を図る。 

２ 大学支援組織等との連携強化に関する目標 

同窓会、成美会、芸術関連組織、教育研究組織等との連携の強化を図り、学外から

の支援体制を充実させる。 

３ 安全管理に関する目標 

災害、事故、犯罪、感染症等による被害の発生の防止に努めるとともに、被害の発

生に迅速かつ適切に対応するため、危機管理体制の充実・強化を図る。また、環境に

対して十分配慮する。 

４ 人権擁護及び法令遵守に関する目標 

人権の尊重、知的財産の保護、研究倫理や法令遵守を徹底する。また、各種ハラス

メント行為の発生を防止するための制度の充実・強化を図る。 

別表（学部、研究科等） 

学     部 学     科 

美術工芸学部 

美術科 

デザイン科 

工芸科 

 

研  究  科 

美術工芸研究科 

 


